
 別紙１

 道立学校における学校閉庁日の設定について

 １　実施目的

 　　職員が休養を取りやすい環境を整備し、心身の健康を保持するため。

 

 ２　設定期間

（１）夏季休業期間については、８月15日前後の、週休日及び祝日以外の日に３日間設

定することを基本（以下「基本設定期間」という ）とするが、学校の実情に応じて。

 基本設定期間以外の日に設定することもできることとする。

なお、令和６年度の基本設定期間及びその翌年から３年間の予定については、別

 紙２のとおりとする。

 （２）冬季休業期間については、年末年始の休日を全道統一の学校閉庁日とする。

（３）長期休業期間においては、上記（１）及び（２）以外の日についても、学校の実

 情に応じて、学校閉庁日を設定することもできることとする。

 

 ３　服務上の取扱い等

（１）学校閉庁日は、年末年始の休日を除き、勤務を要する日であるため、年次有給休

 暇や特別休暇の取得、週休日の振替等により対応すること。

（２）年次有給休暇等の取得は任意であり、希望しない職員に取得を強制することがな

 いよう留意すること。

（３）年次有給休暇等の取得を希望しない職員が出勤する場合、玄関の開錠・施錠は出

勤する職員が行うこととし、そのために管理職員が出勤することがないようにする

 こと。

（４）学校閉庁日は 「北海道の部活動の在り方に関する方針」等に基づき、部活動休養、

 日であることから、部活動を行うことができないこと。

 （５）道教委は、職員が休暇等を取得しやすい環境を整備するため、次の取組を行う。

 　　ア　夏季休業期間における基本設定期間及び冬季休業期間の年末年始の休日

 　　　・研修事業等を設定しないこと

 　　　・学校に対してメールや郵便物等を送付しないこと

 　　イ　当該期間及びその前後

 　　　・調査の締切を設定しないこと

 　　　・部活動関係団体や競技団体に対して、大会開催を避けるよう働きかけを行うこと

（６）各学校は、次年度の行事予定を作成するとき、あらかじめ学校閉庁日を設定し、

学校行事等を設定しないようにするなどして、学校閉庁日に児童生徒が登校するこ

とがないよう調整し、可能な限り全職員が休暇等を取得しやすい環境を整備するこ

 と。

 

 ４　学校閉庁日の取組についての問合せ先

 　　教職員局教職員課働き方改革係（TEL:011-206-6804）


